
独立行政法人農畜産業振興機構
野菜振興部契約取引推進課

「契約指定野菜等安定供給事業」と
「契約野菜収入確保モデル事業」の概要説明

令和5年4月



１－１ 加工・業務用野菜の需要構造の変化

資料：農林水産省「加工・業務用野菜をめぐる状況」令和元年12月

多様化する小売・消費形態 野菜生産・流通へ影響
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１－２ 家計消費用の野菜生産と加工・業務用の野菜生産における特性の違い
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資料：農林水産省「加工・業務用野菜をめぐる状況」令和元年12月



２－１ 契約指定野菜安定供給事業

野菜の契約取引に伴い、生産者が負うリスクを軽減するため3タイプの制度を設置しています。なお、本事業は、機構に
登録した生産者等が指定産地内で生産した野菜を対象とします。

1 数量確保タイプ：定量定価供給
契約を締結した生産者が、天候不
良等により契約数量を確保すること
ができない場合に、市場出荷予定
のものを回す等により契約数量を確
保するのに要する経費を補てんす
る。

2価格低落タイプ：市場価
格に連動して価格が変動
する契約を締結している生
産者に 対し、価格の著しい
低落が生じた場合に補てん
を行う。

出荷調整タイプ：定量供給契約を
締結した生産者が、契約数量を確
保するため余裕のある作付けを行
い、価格低落時に契約以外の生産
量の出荷調整を行った場合に補てん
を行う。

【負担割合：国(50%)、都道府県(25%)、出荷団体等（25%)】
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２－２ 契約指定野菜安定供給事業の流れ
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出荷期間交付予約 交付金交付

登録出荷団体・

登録生産者

農畜産業振興機構（ALIC)

道府県

野菜価格安定法人
農林水産省

②交付予約申込

④負担金納入

補助金

納付金
補助金

農畜産業振興機構

登録出荷団体・登録生産者

実需者等

①売買契約

登録出荷団体・
登録生産者

実需者等

出荷

野菜指定産

地の生産者

⑥交付金等の支払い

⑦生産者補給金

〇 登録生産者の手続きは別途必要

〇 県には前年度の夏ごろまでに相談

〇 交付予約申込は出荷開始40日前

〇 指定産地内で生産された野菜が対象

〇 供給計画の策定が必要

⑤交付申請

③承諾・

負担金納入

通知



２－３ 契約指定野菜安定供給事業における実施状況

令和３年度の契約指定野菜事業の利用者で最も多いのは「野菜生産者（法人）」で57％、次いで「野菜生産者（個人）」で34％となり、この２つ

の業務形態で91％を占め、全農県本部・経済連を含めた「農協等」が5％、「出荷組合または生産組合」が4％となっています。

また、これらの事業利用者の契約先を業態別にみると、最も多いのは「流通・卸売業」で89％、次いで、カット野菜等の「製造・加工業」が7％、卸売業と

して「農協等」と契約するケースが3％、「外食産業」が1％となっています。中間事業者と呼ばれる「流通・卸売業」が契約先のほとんどを占めています。

※複数の申込みをしている者は延
べ数でカウント。

※契約先が複数ある場合も延べ数としてカウント。
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令和3年度契約指定野菜安定供給事業

利用者の業態（N=217）

生産者（個人） 生産者（法人） 農協等 出荷組合、生産組合

令和3年度契約指定野菜安定供給事業

利用者の契約相手先（N＝270）

流通・卸売業 農協等 製造・加工業 外食業



３－１ 契約野菜収入確保モデル事業の概要

契約野菜収入確保モデル事業（モデル事業）は、野菜生産地の指定や機構への登録は必要とせず、年に2回の公
募によって事業実施主体を決定します。

本事業は、以下２タイプについて実施しています。

1 出荷調整タイプ：実需者等と定量・定価格契約を締
結した生産者等が、市場の平均取引価額が発動基
準額を下回っている状況で出荷調整（産地廃棄等）
を行った場合に、平均価額又は契約価格の70％のい
ずれか低い額を交付。

2 数量確保タイプ：実需者等と定量・定価格契約を
締結した中間事業者が、市場の平均取引価額が指
標価額を上回った場合に、契約数量の不足分として
市場等から調達した数量に応じて、調達価格と取引
予定価格との差額(＝掛増し経費)の一部を交付。
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【負担割合：国(50%)、生産者・中間事業者（50%)】



３－１ 契約野菜収入確保モデル事業の流れ
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出荷期間公募への応募・実施計画の作成 交付金交付

農畜産業振興機構（ALIC)

農林水産省

①公募申込

③事業実施計画

補助金

農畜産業振興機構

実需者等

②-2売買契約

実需者等

出荷

生産者

⑥交付決定通知

⑦交付金の支払い

⑩実績確定通知

〇 登録生産者の手続きは不要
〇 事業実施主体は公募により決定

（年2回：出荷開始が4～10月までは1月頃、

11月～3月は7月頃）
〇 原則として直近１年間の実需者等との契約取引実績が必要

〇 積立金は事業実施主体自身の口座で管理

（積立期間は、実施計画作成時から交付決定日まで）

仕入
生産者

②-1仕入

事業実施主体
(生産者・出荷団体・
中間事業者)

生産者 委託出荷

事業実施主体
(生産者・出荷団体・
中間事業者)

事業実施主体
(生産者・出荷団体・中間事業者)

⑧交付金配分

事業実施主体が生産者か

ら販売委託を受ける出荷団

体の場合、交付金を配分

⑤交付申請

⑨実績報告

④実施計画の認定通知



３－３ 契約野菜収入確保モデル事業における実施状況

令和３年度のモデル事業における申込状況は、事業実施主体で最も多いのは「生産者（個人）」で53％、次いで「生産者（法人）」で22％、生産

組合または出荷組合が6％となり、数量確保タイプで申込が可能な「流通・卸売業」で14％、出荷団体及び中間事業者としてすべてのタイプが利用可能

な全農県本部・経済連を含む「農協等」が5％となっています。

また、これらの事業申込者の契約先である実需者を業態別にみると、最も多いのは「流通・卸売業」で55％、次いで、カット野菜等の「製造・加工業」

35％、卸売業としての「農協等」と契約するケースが7％、「小売業」3％となっています。
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令和３年度契約野菜収入確保モデル事業

利用者の業態（N＝258）

生産者（個人） 生産者（法人） 農協等 生産組合、出荷組合等 中間事業者

令和３年度契約野菜収入確保モデル事業

利用者の契約相手先（N＝469）

製造・加工業 流通・卸売業 農協等 小売業



ご清聴ありがとうございました。

お問い合わせ先

〇 契約指定野菜等安定供給事業・契約野菜収入確保モデル事業

：野菜振興部 契約取引推進課 03-3583-9817・9819


